
取手都市計画地区計画の変更について
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諮問第４号
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地区名称変更に伴う地区計画名称変更

変更内容１

変更内容２

建築基準法の一部改正に伴う地区計画の変更について
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経緯と今後

年 月 日 内 容

平成29年11月6日 守谷市都市計画審議会【報告】

平成30年1月30日～2月13日（2週間） 案の公告縦覧，意見書提出期間

平成30年2月22日（本日） 守谷市都市計画審議会【諮問・答申】

平成30年4月 都市計画決定告示

地区計画条例改正 施行
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地区名称変更に伴う地区計画名称変更

変更内容１
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守谷市の地区計画

都市計画決定日(最終） 地 区 計 画 名

平成2年8月3日 緑地区計画

平成8年3月1日 美園地区計画

平成8年3月1日 ひがし野地区計画

平成8年3月1日 上裏地区計画

平成11年11月22日 守谷駅周辺地区地区計画

平成16年2月2日 けやき台ユーシティ地区計画

平成16年2月2日 みずき野地区計画

平成17年3月10日 久保ケ丘ユーシティ地区計画

平成19年4月12日 薬師台ひかる野地区計画

平成19年4月12日 けやき台３－１地区計画

平成24年7月24日 原東地区計画

平成24年7月24日 松並地区計画

平成25年12月12日 御所ケ丘五丁目第二団地地区計画

平成28年3月24日 久保ケ丘三丁目地区計画

中央地区計画

松並青葉地区計画

ひがし野四丁目地区計画
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名称を変更する地区計画の位置
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建築基準法の一部改正に伴う地区計画の変更について

変更内容２



田園住居地域の追加

8

■都市緑地法等の一部を改正する法律(平成30年4月1日施行予定)

都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理
を一層推進するとともに，都市内の農地の計画的な保全を図るこ
とにより，良好な都市環境の形成を目的として，平成29年5月12日
に成立しました。

■田園住居地域の追加

第一種低層住居専用地域 / 第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域 / 第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域 / 第二種住居地域

準住居地域 ＋ 田園住居地域
住居系７ ＋ １

商業系 ２ 工業系 ３
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建築基準法別表第二の改正のポイント

※建築基準法別表第二
に新たに（ち）項とし
て，田園住居地域に係
る用途規制が追加され，
１つずつスライドしま
す。
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①ひがし野地区計画

別表第二（ち）→別表第二（り）
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②美園地区計画

別表第二（ち）→別表第二（り）
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③松並地区計画

別表第2（り）→別表第2（ぬ）

（り）項第四号→（ぬ）項第四号



都市計画法第17条に基づく縦覧結果

【実施期間】

2018年1月30日（火）～2月13日（火）

【実施場所】

守谷市役所都市計画課

【縦覧者】

２名

【意見書提出】

１件（地区名称変更について）
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意見要旨
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経緯と今後

年 月 日 内 容

平成29年11月6日 守谷市都市計画審議会【報告】

平成30年1月30日～2月13日（2週間） 案の公告縦覧，意見書提出期間

平成30年2月22日（本日） 守谷市都市計画審議会【諮問・答申】

平成30年4月 都市計画決定告示

地区計画条例改正 施行


